
一

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正

案
要
綱

一

題
名
の
修
正

題
名
を
「
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
こ

と
。

（
題
名
関
係
）

二

目
的
規
定
の
修
正

法
律
の
目
的
を
「
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
沖
縄
県

の
自
立
的
な
発
展
及
び
潤
い
の
あ
る
豊
か
な
生
活
環
境
の
創
造
を
図
る
こ
と
」
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

三

基
本
理
念
に
関
す
る
規
定
の
追
加

１

駐
留
軍
用
地
跡
地
は
、
戦
後
長
期
間
に
わ
た
っ
て
駐
留
軍
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
後
に
よ
う
や
く
返
還
さ
れ
る
沖
縄
県

の
貴
重
な
土
地
資
源
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
沖
縄
県
の
自
然
、
経
済
、
社
会
等
に
係
る
新
た
な
展

望
の
下
に
、
沖
縄
県
の
自
立
的
な
発
展
及
び
潤
い
の
あ
る
豊
か
な
生
活
環
境
の
創
造
の
た
め
の
基
盤
と
し
て
、
そ
の
有
効

か
つ
適
切
な
利
用
が
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）



二

２

国
は
、
駐
留
軍
用
地
が
日
米
安
保
条
約
に
よ
り
我
が
国
が
駐
留
軍
に
提
供
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
返
還

を
機
と
す
る
沖
縄
県
の
発
展
が
我
が
国
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
沖
縄
県
及
び
関
係
市
町
村
と
の

密
接
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
国
の
責
任
を
踏
ま
え
、
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
を
主
体
的
に
推
進
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

３

駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
土
地
の
返
還
を
受
け
た
所
有
者
等
の
生
活

の
安
定
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
三
項
関
係
）

四

国
の
責
務
に
関
す
る
規
定
の
修
正

１

国
の
責
務
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

２

政
府
は
、
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
、
税
制
上
又
は
金

融
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

五

地
方
公
共
団
体
の
責
務
に
関
す
る
規
定
の
修
正

地
方
公
共
団
体
の
責
務
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
の
状
況



三

に
応
じ
た
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
必
要
な
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
利
用
に
関
す
る
整
備

計
画
の
策
定
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

六

返
還
実
施
計
画
等
に
関
す
る
規
定
の
修
正

１

国
は
、
合
同
委
員
会
に
お
い
て
返
還
が
合
意
さ
れ
た
駐
留
軍
用
地
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
返
還
後
に
お
い
て
当
該

土
地
を
利
用
す
る
上
で
の
支
障
の
除
去
に
関
す
る
措
置
を
当
該
土
地
の
所
有
者
等
に
当
該
土
地
を
引
き
渡
す
前
に
講
ず
る

こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

２

次
の
事
項
に
つ
い
て
、
返
還
実
施
計
画
に
係
る
調
査
の
対
象
と
し
て
明
記
す
る
こ
と
。

イ

水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
物
質
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
の
状
況

ロ

不
発
弾
そ
の
他
の
火
薬
類
の
有
無

ハ

廃
棄
物
の
有
無

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

七

国
に
よ
る
駐
留
軍
用
地
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
測
量
の
実
施
に
関
す
る
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
定
の
修
正

国
は
、
駐
留
軍
用
地
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
測
量
の
実
施
に
関
し
て
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
申

請
を
し
た
沖
縄
県
又
は
関
係
市
町
村
に
よ
る
調
査
及
び
測
量
の
実
施
に
関
す
る
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と



四

と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
申
請
を
し
た
沖
縄
県
知
事
又
は
関
係
市
町
村
の
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
あ
っ
せ
ん

の
状
況
に
つ
い
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

八

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
修
正

給
付
金
の
額
に
つ
い
て
、
引
渡
日
の
翌
日
以
降
当
該
土
地
を
使
用
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
国
か
ら
支
払
を
受
け
た

補
償
金
の
額
を
控
除
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
二
項
関
係
）

九

支
障
除
去
措
置
の
実
施
期
間
中
の
補
償
金
に
関
す
る
規
定
の
追
加

国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
駐
留
軍
用
地
（
国
有
地
を
除
く
。
）
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
返
還
を
受

け
た
日
後
に
返
還
実
施
計
画
に
基
づ
く
支
障
の
除
去
に
関
す
る
措
置
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
土
地
の
所
有
者
等
が

当
該
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
所
有
者
等
に
対
し
、
補
償
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

十

市
町
村
総
合
整
備
計
画
に
関
す
る
規
定
の
修
正

市
町
村
総
合
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
二
項
関
係
）



五

十
一

国
有
財
産
の
譲
与
等
に
関
す
る
規
定
の
追
加

国
は
、
沖
縄
県
及
び
関
係
市
町
村
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
関
係
地
方
公
共

団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
総
合
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
も
の
を
実
施
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
国
有
財
産
を
関
係
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
、
無
償
又
は
時
価
よ
り
低
い
価
額
で
譲
渡
し
、
又
は
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

十
二

特
定
跡
地
及
び
大
規
模
跡
地
の
指
定
に
関
す
る
規
定
の
修
正

内
閣
総
理
大
臣
は
、
合
同
委
員
会
に
お
い
て
返
還
が
合
意
さ
れ
た
駐
留
軍
用
地
に
つ
い
て
、
当
該
駐
留
軍
用
地
の
区
域
内

の
う
ち
次
の
土
地
の
区
域
を
拠
点
返
還
地
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

返
還
後
に
お
い
て
各
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
大
規
模
な
公
共
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の

整
備
を
含
む
市
街
地
の
計
画
的
な
開
発
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
沖
縄
県
の
自
立
的
な
発
展
及
び
潤
い
の
あ
る
豊
か
な

生
活
環
境
の
創
造
の
拠
点
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域

ロ

返
還
後
に
お
い
て
イ
の
土
地
と
の
相
互
の
関
係
を
特
に
考
慮
し
て
公
共
公
益
施
設
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該

土
地
の
区
域
に
お
け
る
拠
点
と
し
て
の
機
能
が
よ
り
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
（
そ
の
面
積
が
五
ヘ
ク



六

タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
一
団
の
土
地
に
限
る
。
）
の
区
域

（
第
二
十
六
条
第
一
項
関
係
）

十
三

大
規
模
跡
地
に
お
け
る
国
の
取
組
方
針
の
策
定
に
関
す
る
規
定
の
修
正

１

内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
面
積
以
上
の
拠
点
返
還
地
を
指
定
し
た
場
合
は
、
当
該
拠
点
返
還
地
に
お
け
る
国

の
取
組
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
第
一
項
関
係
）

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
面
積
未
満
の
拠
点
返
還
地
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
推
進

協
議
会
に
お
け
る
協
議
に
よ
り
、
当
該
拠
点
返
還
地
に
お
い
て
国
の
取
組
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
第
二
項
関
係
）

十
四

国
の
取
組
方
針
と
県
総
合
整
備
計
画
と
の
関
係
に
関
す
る
規
定
の
追
加

拠
点
返
還
地
に
係
る
県
総
合
整
備
計
画
は
、
国
の
取
組
方
針
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

十
五

特
定
跡
地
給
付
金
及
び
大
規
模
跡
地
給
付
金
に
関
す
る
規
定
の
修
正

１

特
定
跡
地
給
付
金
及
び
大
規
模
跡
地
給
付
金
に
つ
い
て
、
特
定
給
付
金
と
し
て
一
本
化
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）



七

２

特
定
給
付
金
の
支
給
の
限
度
と
な
る
期
間
は
、
当
該
駐
留
軍
用
地
跡
地
に
お
け
る
土
地
の
使
用
又
は
収
益
が
可
能
と
な

る
と
見
込
ま
れ
る
時
期
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
第
二
項
関
係
）

十
六

駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
協
議
会
に
関
す
る
規
定
の
修
正

駐
留
軍
用
地
跡
地
ご
と
に
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
協
議
会
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
を

「
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
推
進
協
議
会
」
と
す
る
と
と
も
に
、
一
の
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
第
一
項
関
係
）

十
七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。


